
『
史
記
」

三
家
注
の

　
　
　
　
『
竹
書
紀
年
』

金
文
に
つ
い
て

藤
　
田
　
勝
　
久

｝二三

は
じ
め
に

『
史
記
』
集
解
引
く
『
竹
書
紀
年
』
株
文

『
史
記
』
索
隠
・
正
義
の
『
竹
書
紀
年
』
侠
文

古
本
『
竹
書
紀
年
』
侠
文
の
史
料
的
性
格

お
わ
り
に

は
　
じ
　
め
　
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
こ
れ
ま
で
『
史
記
』
に
は
、
そ
の
戦
国
部
分
に
あ
た
る
六
国
年
表
・
戦
国
世
家
の
間
に
矛
盾
や
誤
り
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
早
く
か
ら
、
後
世
の
晋
代
に
発
見
さ
れ
た
平
家
竹
書
が
注
目
さ
れ
、
そ
の
な
か
の
『
良
書
紀
年
』
（
以
下
、
《
紀
年
》
と
も
略
す
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

侠
文
を
も
と
に
、
『
史
記
』
戦
国
紀
年
と
の
比
較
考
証
が
す
す
め
ら
れ
て
き
た
。

亘



曾

　
こ
の
師
家
善
書
は
、
西
晋
武
帝
の
威
寧
五
年
か
ら
太
子
元
年
・
二
年
（
二
七
九
～
二
八
一
）
に
か
け
て
、
今
の
河
南
省
汲
県
西
部
で
出

土
し
整
理
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、
司
馬
遷
が
『
史
記
」
を
著
作
す
る
と
き
に
利
用
で
き
な
か
っ
た
先
秦
の
第
一
次
資
料
で
あ
る
。
と
り
わ

け
『
竹
書
紀
年
』
は
、
春
秋
晋
・
戦
国
魏
の
紀
年
に
か
か
わ
る
資
料
と
し
て
、
『
史
記
』
の
記
述
を
補
足
・
修
正
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

戦
国
史
を
研
究
す
る
た
め
の
重
要
資
料
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
原
本
は
宋
代
こ
ろ
に
夫
わ
れ
た
た
め
、
諸
本
に
引
用
さ
れ
た

《
紀
年
》
露
文
を
集
め
、
清
・
言
々
曽
の
摸
本
を
校
訂
し
た
王
国
維
『
古
本
早
書
紀
年
輯
校
』
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の
後
も
集
成
と
復
元

　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　

が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
こ
の
《
紀
年
》
を
め
ぐ
っ
て
、
従
来
ま
で
発
見
年
代
・
出
土
状
況
・
魏
王
墓
の
性
格
や
、
そ
の
整
理
経
過
・
南
本
の
散
侠
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

期
な
ど
が
考
察
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
性
格
に
は
な
お
見
解
の
相
違
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
要
点
は
、
す
で
に
《
紀
年
》
が
散
毒
し
て
久
し

く
、
今
日
で
は
侠
血
に
よ
っ
て
考
察
す
る
た
あ
、
そ
の
伝
本
過
程
が
十
分
に
は
明
ら
か
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
る
。
た
と
え
ば
橋
本
増

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ら
　

吉
・
山
田
統
両
氏
は
、
《
紀
年
》
の
古
代
紀
年
を
疑
問
と
し
、
と
く
に
山
田
氏
は
そ
の
史
料
的
価
値
を
否
定
す
る
説
を
捷
出
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
『
竹
書
紀
年
』
の
歴
史
史
料
と
し
て
の
性
格
は
、
あ
ら
た
め
て
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
そ
の
と
き
注
目
さ
れ
る
の
は
、
《
紀
年
》
重
文
が
諸
資
料
に
分
散
し
て
引
用
さ
れ
、
そ
の
伝
本
の
性
質
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

い
ま
試
み
に
、
王
国
維
の
輯
校
に
収
録
さ
れ
て
い
る
《
紀
年
》
侠
文
を
み
る
と
、
引
用
文
は
年
代
の
わ
か
る
全
二
一
二
九
条
の
う
ち
、
『
史

記
』
三
家
注
が
九
〇
条
（
集
解
一
三
、
索
隠
七
二
、
正
義
五
）
、
『
水
経
注
』
が
八
七
条
で
、
こ
の
両
者
が
約
七
割
を
占
め
、
残
り
は
『
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
御
覧
』
二
一
条
な
ど
の
侠
文
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
《
紀
年
》
漫
文
は
、
必
ず
し
も
輯
本
と
し
て
同
じ
系
統
で
は
な
い
と
想
定

さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
引
用
さ
れ
た
諸
資
料
に
即
し
て
、
そ
の
構
成
分
析
を
行
な
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
と
く
に
『
史
記
』
三
家
注
に
み
え
る
《
紀
年
》
証
文
を
対
象
と
し
て
、
古
本
『
諸
書
紀
年
』
侠
文
の
系
統
と
、
そ

の
史
料
的
性
格
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
お
も
う
。



『
史
記
』
集
解
引
く
『
竹
書
紀
年
』
侠
文

　
こ
こ
で
は
、
ま
ず
累
代
に
『
竹
書
紀
年
』
が
出
土
し
て
以
来
の
編
集
・
伝
本
の
過
程
を
確
認
し
、
『
史
記
』
集
解
引
く
《
紀
年
》
侠
文

の
性
格
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
こ
れ
ま
で
汲
家
竹
書
は
、
汲
郡
の
民
が
戦
国
魏
墓
を
盗
掘
し
た
際
に
発
見
さ
れ
、
そ
の
分
量
は
叢
書
数
十
車
で
、
全
部
で
七
十
五
篇
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

分
類
さ
れ
て
秘
書
に
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
の
と
き
《
紀
年
》
が
出
土
し
た
戦
国
墓
は
、
魏
二
王
墓
あ
る
い
は
安
螢
王
墓
と
い
わ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
根
拠
は
《
紀
年
》
に
恵
王
の
子
の
代
に
あ
た
る
「
二
王
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
こ
と
を
の
ぞ
け
ば
、
明
確
な
手
が
か
り
が

あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
た
め
山
田
統
氏
の
よ
う
に
、
黄
河
を
渡
っ
た
秦
・
魏
の
係
争
の
地
に
、
王
あ
る
い
は
大
官
の
家
を
築
く
こ
と

が
あ
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
提
出
さ
れ
、
ま
た
陳
夢
家
業
は
、
こ
の
墓
主
を
魏
の
貴
族
あ
る
い
は
大
史
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て

　
す
　

い
る
。
そ
こ
で
私
は
別
稿
に
お
い
て
、
睡
虎
地
圧
簡
『
編
年
記
』
や
阜
陽
双
蛇
毒
漢
簡
『
年
表
』
に
、
墓
石
と
は
異
な
る
「
今
王
」
の
記

載
を
ふ
く
む
こ
と
か
ら
、
「
今
王
」
の
記
載
を
も
っ
て
王
墓
と
す
る
必
然
性
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
炬
。
ま
た
墓
葬
の
形
式
と
場
所
は
、

汲
県
近
く
の
河
南
省
密
雲
の
遺
跡
が
魏
の
王
族
な
ど
の
墓
域
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
国
境
付
近
に
葬
ら
れ
た
封
愚
書
に
副
葬
さ
れ
た
書
籍

と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
近
年
中
国
で
発
見
さ
れ
た
戦
国
・
秦
漢
墓
の
出
土
書
籍
の
形
態
か
ら
み
て
も
、
け
っ
し
て
不
自
然
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
今
日
の
よ
う
に
、
中
国
各
地
方
の
正
中
か
ら
竹
簡
・
木
隠
に
書
写
さ
れ
た
出
土
書
籍
が
発
見
さ
れ
て
い
る
状
況
で
は
、
汲
家

竹
書
を
ま
っ
た
く
の
虚
構
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
『
遺
書
紀
年
』
は
、
ど
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
、
今
日
に
伝
わ
る
《
紀
年
》
重
文
は
原
本
を
ど
の
よ
う
な
形
式
で
残
し
て
い
る

も
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
史
記
』
三
家
注
の
『
竹
書
紀
年
』
侠
文
に
つ
い
て

δ
黒
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四

　
晋
代
に
出
土
し
た
『
叢
書
紀
年
』
は
、
ま
ず
葡
易
・
和
嬌
を
は
じ
め
束
誓
・
衛
垣
ら
の
手
に
よ
っ
て
十
三
篇
に
整
理
さ
れ
、
中
置
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ

て
秘
府
に
収
め
ら
れ
た
が
、
ま
た
別
に
杜
預
（
二
二
二
～
八
四
）
・
続
威
ら
が
読
ん
だ
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
と
き
汲
家
口
書

の
様
子
は
、
「
穆
天
子
伝
』
序
に
よ
る
と
、
古
尺
の
二
尺
四
寸
に
墨
書
で
一
年
に
四
〇
字
が
書
か
れ
、
の
ち
に
二
尺
の
黄
紙
に
書
写
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

て
、
正
本
・
副
本
が
中
経
・
三
閣
に
所
蔵
さ
れ
た
と
い
い
、
《
紀
年
》
も
同
様
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
近
年
中
国
の

出
土
資
料
の
整
理
状
況
か
ら
み
れ
ば
、
当
時
の
人
々
が
作
成
し
た
釈
文
や
、
書
籍
分
類
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
な
お
不
十
分
な
点
が
あ
っ

た
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
し
て
原
盤
は
、
永
嘉
の
乱
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
と
も
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
整
理
さ
れ
た
写
本
は
当
時
な
お
残
存
し

て
い
た
ら
し
い
。
こ
れ
を
示
す
最
初
の
史
料
が
、
南
朝
宋
の
斐
脳
『
史
記
集
解
』
に
み
え
る
《
紀
年
》
魚
文
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
斐
魍
の
伝
記
は
、
『
宋
書
』
巻
六
四
奉
上
之
列
伝
に
付
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
経
歴
は
簡
単
で
生
繭
年
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ

し
父
・
再
三
之
が
宋
女
帝
の
元
嘉
二
十
八
年
（
四
五
一
）
に
八
○
才
で
死
去
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
頃
の
人
物
と
わ
か
る
。
い
ま
集

解
の
『
竹
書
紀
年
」
侠
文
に
か
か
わ
る
記
事
を
、
そ
の
前
後
の
引
用
文
と
と
も
に
時
代
順
に
並
べ
て
み
れ
ば
、
表
1
の
よ
う
に
な
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
区
分
は
便
宜
上
、
戦
国
紀
年
の
考
証
に
重
点
を
置
く
こ
と
か
ら
、
戦
国
以
前
と
、
戦
国
魏
に
分
類
し
て
お
き
た
い
。

　
こ
こ
に
引
用
し
た
資
料
に
よ
る
と
、
斐
駅
は
、
汲
家
竹
書
の
整
理
に
か
か
わ
っ
た
筍
日
助
・
和
嬌
ら
の
言
（
2
3
）
に
よ
っ
て
、
《
紀
年
》

の
特
徴
を
知
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
は
《
紀
年
》
が
、
黄
帝
か
ら
戦
国
魏
の
「
今
王
」
ま
で
つ
づ
く
こ
と
を
述
べ
、
集
解
は

「
今
王
」
を
玉
成
王
の
子
で
あ
る
霧
王
と
推
測
し
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
集
解
に
引
用
さ
れ
て
い
る
《
紀
年
》
立
文
を
み
る
と
、
夏
・

股
・
周
か
ら
魏
文
侯
以
前
の
記
事
は
少
な
く
、
戦
国
魏
の
記
事
が
や
や
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
集
解
が
引
く
典
拠
は
、
魏
覇
王
以

前
で
は
臣
磯
・
郭
撲
注
引
く
侠
文
が
あ
り
、
恵
王
以
後
で
は
圧
倒
的
に
徐
広
注
引
く
属
文
が
多
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
点
を
、
も

う
少
し
詳
し
く
考
え
て
み
よ
う
。



表
1
　
史
記
集
解
の
『
竹
書
紀
年
』
侠
文

戦
国
以
前

1
徐
広
帯
。
從
禺
至
桀
十
七
君
十
四
世
。
騨
案
。
汲
家
紀
年
日
。
有
王
與
無
王
。
零
歳
四
百
七
十
一
年
　
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
夏
本
紀
）

2
…
…
姻
案
。
郭
瑛
日
。
汲
家
士
書
日
。
桀
伐
茸
山
。
得
女
二
人
。
日
日
日
談
。
桀
愛
二
女
。
新
唱
名
干
曹
華
墨
玉
。
　
　
（
司
馬
相
如
列
伝
）

3
誰
周
日
。
股
凡
三
十
一
世
。
六
百
饒
年
。
里
家
紀
年
日
。
湯
十
二
以
至
重
受
二
十
九
王
。
毎
歳
四
百
九
十
六
年
也
。
　
　
　
　
　
（
股
本
紀
）

4
駅
案
。
…
…
。
蹟
日
…
…
。
汲
錦
心
本
日
。
盤
庚
遷
十
三
。
平
家
日
。
股
日
南
去
郭
三
十
里
。
是
七
日
乎
。
然
則
七
子
非
盤
庚
所
王
者
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
項
羽
本
紀
）

5
汲
家
紀
年
日
。
自
画
王
滅
股
以
至
幽
王
。
凡
二
百
五
十
七
年
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
周
本
紀
、
幽
王
条
）

6
郭
瑛
日
。
紀
年
云
。
北
唐
之
君
來
見
以
一
朧
馬
。
是
生
緑
耳
。
…
…
議
案
。
穆
天
子
傳
。
穆
王
有
八
十
之
乗
。
此
紀
不
具
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
秦
本
紀
、
造
父
条
）

7
郭
曇
日
。
紀
年
云
。
尊
王
十
七
年
。
西
征
於
毘
褐
丘
。
見
西
王
母
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
秦
本
紀
、
造
出
条
）

　
　
↓
東
晋
・
郭
瑛
（
二
七
六
～
三
二
四
）
『
穆
天
子
傳
』
注

　
戦
国
魏

8
…
…
讃
日
。
…
…
汲
郡
古
文
日
。
齊
師
伐
趙
東
鄙
。
園
中
牟
。

9
讃
日
。
汲
家
古
文
謂
。
衛
將
軍
文
子
爲
子
南
彌
牟
。
其
後
有
子
戦
士
。

　
疑
嘉
端
野
後
。
故
氏
子
南
而
稻
君
也
。

朝
干
魏
。
後
醸
成
王
事
衛
。

　
　
　
　
　
（
趙
世
家
、
王
侯
即
位
条
）

命
子
南
本
侯
。
秦
井
無
季
。
衛
最
潤
目
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
周
本
紀
、
論
賛
）

『
史
記
』
三
家
注
の
『
竹
書
紀
年
』
扶
文
に
つ
い
て

δ
五



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
δ
六

10

剄
L
日
。
汲
家
紀
年
。
恵
王
二
年
。
魏
大
夫
王
錯
出
奔
韓
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
魏
世
家
、
恵
王
元
年
条
）

11

剄
L
日
。
今
凌
儀
。
案
。
汲
家
紀
年
日
。
梁
恵
成
王
九
年
四
月
甲
寅
。
白
毫
大
梁
也
。

　
　
↓
紀
年
。
以
爲
帝
王
九
年
。
蓋
誤
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
魏
世
家
、
恵
王
3
1
条
）

12

剄
L
日
。
紀
年
。
東
岸
恵
公
傑
莞
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
国
表
、
周
浦
回
9
条
）

13

剄
L
日
。
紀
年
一
日
。
魯
共
侯
來
朝
。
郎
郵
成
侯
會
燕
成
侯
乎
安
邑
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
国
表
、
魏
恵
王
1
5
条
）

14

剄
L
日
。
紀
年
作
間
澤
。
聖
天
子
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
国
表
、
秦
孝
公
2
0
「
諸
侯
燕
賀
。
會
諸
侯
干
澤
」
条
）

15

剄
L
日
。
…
…
宿
案
。
汲
家
紀
年
日
。
齊
人
禽
子
之
而
酩
其
身
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
燕
世
家
、
子
之
条
）

16

剄
L
日
。
紀
年
亦
墨
汁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
趙
世
家
、
武
霊
王
1
1
「
王
召
公
子
職
於
韓
。
立
以
爲
燕
口
」
条
）

17

剄
L
日
。
紀
年
云
。
立
燕
公
子
職
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
⊥
ハ
国
表
、
趙
武
霊
王
1
2
条
）

18

剌
W
書
。
汲
家
門
年
鑑
。
魏
哀
王
〔
二
十
〕
四
年
。
改
宜
陽
日
日
雍
。
改
向
日
高
平
。
向
心
止
之
西
。
　
　
　
　
（
秦
本
紀
、
昭
嚢
王
1
8
条
）

／9

剄
L
帯
。
紀
年
云
。
魏
哀
王
四
年
改
陽
日
河
雍
。
向
日
高
平
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
趙
世
家
、
恵
文
王
1
6
条
）

20

剔
ﾘ
日
。
…
…
星
園
楚
墨
池
氏
。
紀
年
於
此
亦
説
。
楚
景
翠
圏
王
氏
。
韓
宣
王
卒
。
秦
助
韓
共
敗
楚
再
再
。
又
云
。
齊
宋
当
無
幾
。
皆
與
史

　
記
年
表
及
田
完
世
家
符
同
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
韓
世
家
、
裏
王
1
2
条
）

21

剄
L
日
。
…
…
紀
年
於
此
亦
説
。
楚
入
雍
氏
。
楚
人
敗
。
然
爾
時
運
儀
膜
壁
十
年
　
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
語
）

22

剄
L
日
。
紀
年
云
。
魏
救
山
塞
集
胃
ロ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蘇
秦
列
伝
、
蘇
言
条
）

23

囀
叝
¥
日
。
和
室
云
。
紀
年
起
自
黄
帝
。
里
心
魏
之
今
王
。
今
王
者
。
最
恵
成
王
子
。
心
太
史
公
書
。
練
成
墨
黒
掛
軸
王
。
恵
王
子
胆
嚢
王
。

　
裏
王
子
日
二
王
。
恵
王
三
十
六
年
卒
。
裏
王
立
十
六
年
卒
。
井
恵
嚢
爲
五
十
二
年
。
今
案
古
文
。
玉
成
王
立
三
十
六
年
。
改
元
称
一
年
。

　
改
元
後
十
七
年
卒
。
太
史
公
書
爲
誤
土
車
成
之
世
。
以
爲
二
王
百
年
数
也
。
写
本
二
王
生
嚢
王
事
懸
軍
王
。
然
則
今
王
者
心
嚢
座
下
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
魏
世
家
、
嚢
王
1
6
条
）

そ
も
そ
も
斐
駅
の
集
解
は
、
『
史
記
』
巻
一
、
五
帝
本
紀
の
冒
頭
集
解
に
、

　
凡
是
徐
氏
義
。
構
徐
姓
名
以
別
之
。
鯨
者
悉
是
駆
注
解
。
井
集
衆
家
義
。



と
あ
る
よ
う
に
、
影
響
末
・
宋
の
徐
広
（
三
五
二
～
四
二
五
）
『
史
記
音
義
」
の
注
に
基
準
を
置
い
て
い
る
。
そ
し
て
徐
広
注
以
外
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

斐
駅
注
解
と
し
て
他
説
を
引
用
し
、
そ
の
主
要
な
も
の
と
し
て
西
晋
・
臣
踏
の
『
漢
書
音
義
』
を
あ
げ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
集
解
に
、

西
晋
・
臣
落
首
と
東
雲
末
・
徐
広
博
の
説
を
多
く
引
用
す
る
こ
と
は
当
然
と
い
え
よ
う
。
『
玉
書
紀
年
』
独
文
は
、
こ
の
両
者
の
注
に
多

く
引
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
が
《
紀
年
》
伝
本
に
か
か
わ
る
一
つ
の
手
が
か
り
と
な
る
。

　
す
な
わ
ち
集
解
は
、
衰
世
注
に
引
く
《
紀
年
》
侠
文
（
4
、
8
、
9
）
を
引
用
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
西
晋
に
お
い
て
『
蕃
書
紀
年
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

が
存
在
し
、
臣
踏
が
『
漢
書
音
義
』
に
利
用
で
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
《
紀
年
》
は
、
晋
王
朝
が
江
南
に
移
動
し
、
東
晋
⊥

朝
が
建
国
さ
れ
た
の
ち
に
も
、
南
朝
に
伝
え
ら
れ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
そ
の
一
つ
は
、
東
晋
・
郭
瑛
（
二
七
六
～
三
二
四
）
注
に
引

く
侠
文
（
2
、
6
、
7
）
で
あ
る
。
郭
瑛
は
、
同
じ
く
王
家
竹
書
で
あ
る
『
穆
天
子
伝
』
に
注
を
付
け
て
お
り
、
そ
の
一
部
（
6
、
7
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
集
解
引
く
雷
文
と
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
侠
文
は
『
穆
天
子
伝
』
注
の
可
能
性
が
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
東
之
末
・
徐

広
注
に
引
く
侠
文
（
1
0
、
1
2
～
1
4
、
1
6
～
2
2
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
漏
壷
紀
年
』
伝
本
の
一
部
は
、
ま
ず
西
晋
の
臣
唱
『
漢
書
音
義
』

に
利
用
さ
れ
、
ま
た
他
の
伝
本
は
東
晋
王
朝
に
も
た
ら
さ
れ
、
そ
れ
は
す
で
に
東
晋
・
郭
瑛
の
『
穆
天
子
伝
』
注
と
、
東
牛
酪
の
徐
広

『
史
記
音
義
』
に
利
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
南
朝
宋
の
集
解
は
、
西
晋
『
漢
書
音
義
』
と
東
晋
・
郭
瑛
注
の
ほ
か
に
、

主
に
徐
広
『
史
記
音
義
』
の
注
に
よ
っ
て
《
紀
年
》
侠
文
を
引
用
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
《
紀
年
》
侠
血
の
形
式
で
あ
る
。
い
ま
戦
国
以
前
の
記
事
を
み
る
と
、
臣
転
注
は
「
里
家
古
文
」
あ
る
い

は
「
砂
面
古
文
」
と
い
い
、
郭
瑛
注
は
「
皇
家
竹
書
」
あ
る
い
は
「
紀
年
」
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
徐
挿
注
で
は
「
汲
家
紀
年
」
あ
る
い

は
「
紀
年
」
と
い
う
。
こ
れ
以
外
の
記
事
は
、
斐
駅
の
案
文
（
1
、
5
、
1
1
、
1
5
）
と
、
誰
周
忌
の
後
に
引
く
文
（
3
）
で
あ
る
が
、
五

例
は
と
も
に
「
吉
家
紀
年
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
形
式
か
ら
み
る
と
、
各
馬
添
に
は
そ
の
表
記
に
一
定
の
区
別
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
遺
文
を
み
る
と
、
返
書
注
は
戦
国
魏
の
二
王
以
降
に
集
中
し
て
お
り
、
そ
れ
は
『
史
記
』
秦
本
紀
、
六
国
年
表
、
三
面
・
燕
世
家
な

『
史
記
』
三
家
注
の
『
竹
書
紀
年
」
侠
文
に
つ
い
て

δ
七



一〇

ｪ

『史記」晋世家の三家注表2

典　拠 集解 索隠 正義

春　秋 0 3 1

左　伝 9 17 2

公羊・穀梁 3 0 0

世　本 1 9 1

国　語 0 1 2

回書紀年 0 6 0

服　度 53 0 0

買　達 46 0 0

卑　昭 17 1 2

孔安国 4 0 0

王　粛 4 0 0

杜　預 42 3 2

徐　広 12 0 0

亭亭志 一
0 4

その他 10 11 5

計 201 51 19

『史記』魏世家の三家上表3

典　拠 集解 索隠 正義

左　伝 0 4 1

世　本 1 15 0

戦国策 0 9 0

重氏春秋 0 0 2

埋土紀年 2 15 0

杜　預 1 0 0

徐　広 50 4 0

水経輪 一
0 1

括地杭 一
0 40

その他 6 8 13

計 60 55 57

ど
の
注
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
の
侠
文
が
み
ら
れ
な
い
。

　
い
ま
参
考
と
し
て
『
史
記
』
巻
三
九
晋
世
家
の
三
家
注
を
み
る
と
、
表
2
の
よ
う
な
典
拠
に
よ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
注
は
、
集
解

が
二
〇
一
、
索
隠
五
一
、
正
義
一
九
の
条
文
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
索
隠
に
は
六
条
の
《
紀
年
》
侠
文
を
引
い
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
集

解
は
、
多
く
の
唱
導
・
質
蓬
な
ど
儒
家
の
注
と
と
も
に
、
帯
広
注
一
二
条
を
引
用
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
《
紀
年
》
の
引
用
は
ま
っ
た

く
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
特
徴
は
、
表
3
に
み
え
る
『
史
記
』
巻
四
四
魏
世
家
の
三
家
注
と
比
較
す
れ
ば
、
そ
の
傾
向
の
相
違
が
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
こ
と
か
ら
徐
広
注
は
、
東
晋
に
伝
え
ら
れ
た
『
愚
書
紀
年
」
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
の

伝
本
は
戦
国
魏
の
一
部
資
料
に
限
定
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
斐
駆
は
、
独
自
に
《
紀
年
》
を
見
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

れ
を
補
う
資
料
と
し
て
、
さ
き
に
み
た
臣
磯
注
や
郭
古
注
を
利
用
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
『
史
記
』
集
解
に
み
え
る
《
紀
年
》
重
文
を
分
析
す
る
と
、
そ
の
注
釈
は
主
に
東
晋
末
の
徐
広
『
史
記
音
義
』
注
を
利
用
し
て



お
り
、
一
部
に
西
倉
・
臣
磯
の
『
漢
書
音
義
』
や
、
東
庄
・
郭
瑛
『
穆
天
子
伝
』
注
を
引
く
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
そ
の
引
用
部

分
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
臣
踏
注
や
二
戸
注
は
《
紀
年
》
晋
以
前
に
あ
た
る
一
部
の
資
料
を
利
用
し
、
反
対
に
徐
広
注
は
、
戦
国
魏
の
一

部
資
料
を
利
用
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
南
朝
宋
の
集
解
に
み
え
る
《
紀
年
》
侠
文
は
、
『
竹
書
紀
年
』
の
南
本
に
よ
る

と
考
え
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
《
紀
年
》
の
一
部
を
参
照
し
た
諸
家
注
を
多
く
利
用
し
た
注
釈
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

二
　
『
史
記
』
索
隠
・
正
義
の
『
竹
書
紀
年
』
正
文

　
そ
の
後
、
『
詔
書
紀
年
」
の
明
文
は
、
北
魏
の
騨
道
元
（
四
六
九
？
～
五
二
七
）
『
水
経
注
』
に
多
量
に
引
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ほ
ぼ
全
般
的
に
「
罫
書
紀
年
」
と
称
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
《
紀
年
》
の
伝
心
は
、
西
晋
か
ら
五
胡
十
六
国
の
時
代
を
経
て
、
北
魏
に

伝
え
ら
れ
、
『
水
難
注
』
は
そ
の
二
本
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
よ
う
。
ま
た
『
罫
書
』
巻
三
十
三
経
籍
志
の
史
部
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
り

は
、
《
紀
年
》
十
二
巻
の
存
在
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
伝
本
は
蔵
並
初
期
ま
で
伝
え
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
《
紀
年
》

を
集
中
し
て
引
用
し
て
い
る
の
が
唐
・
司
馬
貞
の
『
史
記
索
隠
』
で
あ
り
、
こ
の
ほ
か
唐
・
張
常
節
の
『
史
記
正
義
」
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
こ
の
『
史
記
』
索
隠
と
正
義
で
は
、
そ
の
両
者
の
先
後
関
係
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
銭
大
所
、
小
沢
賢
二
氏
ら
は
、

唐
開
元
年
間
・
司
馬
貞
の
索
隠
の
ほ
う
が
早
く
、
同
じ
く
唐
開
元
年
間
・
張
守
節
の
正
義
は
、
索
隠
を
参
照
し
て
い
る
形
跡
が
あ
り
、
そ

の
た
め
に
索
隠
と
重
複
す
る
『
行
書
紀
年
』
の
引
用
を
避
け
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
検
証
を
か
ね
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

『
史
記
』
索
隠
・
正
義
の
《
紀
年
》
侠
文
に
か
か
わ
る
記
事
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

　
表
4
は
『
史
記
』
索
隠
引
く
戦
国
ま
で
の
侠
文
を
一
覧
し
た
も
の
で
あ
り
、
表
5
は
『
史
記
』
正
義
に
引
く
侠
文
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

る
と
ま
ず
索
隠
の
株
文
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。

『
史
記
』
三
家
注
の
『
竹
書
紀
年
』
侠
文
に
つ
い
て

δ
九
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表
4
　
史
記
索
隠
の
『
竹
書
紀
年
』
侠
文

　
戦
国
以
前

1
徐
命
日
。
從
禺
至
桀
十
七
君
十
四
世
。
案
。
営
門
紀
年
日
。
有
山
内
無
王
。
用
量
四
百
七
十
一
年
。

2
按
。
…
…
。
汲
家
古
文
云
。
盤
庚
自
奄
遷
干
北
蒙
。
日
股
虚
。
南
去
州
三
十
里
。

3
…
…
按
。
紀
年
。
蛍
雪
唯
得
十
二
年
。

4
若
汲
家
紀
年
記
聞
。
共
伯
和
干
王
位
。
↓
正
義
「
明
紀
年
及
魯
連
子
非
也
」

↓
集
解
の
引
用
　
　
　
　
（
夏
本
紀
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
項
羽
本
紀
）

　
　
　
　
　
　
（
魯
世
家
、
祖
甲
条
）

　
　
　
　
　
　
（
周
本
紀
、
共
和
条
）

　
戦
国
諸
国

5
按
。
紀
年
。
成
公
名
載
。

6
按
。
紀
年
。
知
伯
滅
。
在
成
公
二
年
也
。

7
按
。
紀
年
作
。
文
公
二
十
四
年
卒
。
簡
公
立
。
十
三
年
而
三
巫
日
命
邑
爲
諸
侯
。

8
紀
年
作
。
簡
公
四
十
五
年
卒
。
妄
也
。

9
王
盆
祭
。
紀
年
。
簡
公
後
次
孝
公
無
献
公
。
然
紀
年
之
書
。
多
雪
偽
謬
。
聯
記
異
耳
。

10

ﾂ
。
紀
年
云
。
四
年
卒
干
越
。

11

ﾂ
。
樂
資
櫨
紀
年
。
以
嗣
君
即
孝
嚢
侯
也
。

12

ﾂ
。
紀
年
。
爲
十
八
年
。

13

ﾂ
。
紀
年
作
。
桓
侯
壁
兵
。

14

､
勧
按
。
紀
年
云
。
宋
易
城
肝
屡
其
君
辟
而
自
立
也
。

15

z
在
蛮
夷
。
少
康
之
後
。
地
二
士
小
。
春
秋
之
初
未
通
上
國
。
國
史
既
微
。
図
無
世
系
。
故
紀
年
構
。
心
中
子
。

　
（
燕
世
家
、
成
公
篇
目
）

　
（
燕
世
家
、
孝
公
1
2
条
）

　
（
燕
世
家
、
巌
．
公
立
条
）

　
（
燕
世
家
、
高
距
識
量
）

　
（
燕
世
家
、
献
公
立
条
）

（
衛
世
家
、
悼
公
5
卒
条
）

　
（
衛
世
家
、
嗣
君
立
条
）

（
宋
世
家
、
公
休
田
浦
条
）

　
（
宋
世
家
、
辟
公
立
条
）

　
（
宋
世
家
、
別
成
立
条
）

　
　
（
越
世
家
、
句
践
条
）



16

I
年
云
。
晋
出
公
十
年
十
一
月
。
於
辱
子
句
践
卒
。
是
爲
葵
執
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
越
世
家
、
羽
釜
卒
条
）

17

ﾂ
。
紀
年
云
。
於
藤
西
句
践
卒
。
次
鹿
邪
立
。
六
年
卒
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
越
世
家
、
王
既
雲
霞
）

18

I
年
云
。
不
壽
立
十
年
見
殺
。
是
爲
盲
姑
。
次
朱
句
立
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
越
世
家
、
不
壽
卒
条
）

19

I
年
。
於
圏
写
子
朱
句
三
十
四
年
滅
縢
。
三
十
五
年
滅
郊
。
三
十
七
年
朱
句
卒
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
越
世
家
、
土
量
卒
条
）

20

I
年
云
。
撃
三
十
三
年
遣
手
呉
。
三
十
六
年
七
月
太
子
諸
替
斌
其
上
騎
。
十
月
響
殺
諸
讐
。
磐
滑
。
呉
人
立
孚
錯
枝
爲
君
。
明
年
。
大
夫

　
寺
声
様
鯉
齪
。
立
初
無
相
之
。
十
二
年
忌
寺
塵
弟
思
斌
其
君
門
安
。
次
無
州
立
。
無
額
八
年
麗
。
是
下
訳
燭
卯
。
（
越
世
家
、
王
之
野
立
条
）

21

ﾂ
。
紀
年
。
尋
子
無
顎
莞
後
十
年
。
楚
並
判
州
。
無
糖
敗
越
殺
無
彊
之
語
。
是
無
銭
爲
無
顎
脚
後
。
紀
年
不
得
録
也
。
（
越
世
家
、
王
無
冠
条
）

22

@
紀
年
之
説
。
此
乃
出
公
二
十
二
年
事
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
晋
世
家
、
哀
公
4
「
殺
知
伯
」
条
）

23

ﾂ
。
…
…
紀
年
蓬
田
。
出
公
二
十
三
年
奔
楚
。
…
…
然
脅
両
系
尊
爵
年
表
各
各
不
同
。
何
況
紀
年
之
説
也
。
　
　
　
　
（
晋
世
家
、
哀
二
条
）

24

I
年
云
。
夫
人
秦
颪
賊
公
於
高
寝
之
上
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
晋
世
家
、
幽
公
1
8
条
）

25

I
年
云
。
桓
公
二
十
年
。
趙
成
侯
・
韓
共
侯
遷
桓
公
於
屯
留
。
已
後
更
無
産
事
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
晋
世
家
、
孝
公
卒
条
）

26

I
年
。
齊
宣
公
十
五
年
。
田
荘
子
卒
。
明
年
。
立
田
玉
子
。
角
子
卒
。
乃
次
立
田
和
。
…
…
明
紀
年
層
非
妄
説
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
斉
世
家
、
太
公
和
立
条
）

27

I
年
。
宣
公
五
十
一
年
。
公
孫
會
以
庫
丘
叛
於
趙
。
十
二
月
。
宣
公
莞
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
斉
世
家
、
宣
公
署
条
）

28

ﾂ
。
紀
年
。
魏
文
侯
初
立
。
在
敬
公
十
八
年
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
晋
世
家
、
幽
公
1
5
「
魏
文
陣
立
」
条
）

29

c
…
紀
年
云
。
五
十
年
卒
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
魏
世
家
、
文
侯
3
8
条
）

『
史
記
』
三
家
注
の
『
竹
書
紀
年
』
侠
文
に
つ
い
て

≡
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表
5
　
史
記
正
義
の
『
竹
書
紀
年
』
侠
文

　
戦
国
以
前

1
二
面
云
。
…
…
案
。
…
…
帝
王
紀
云
。
…
…
汲
家
紀
年
云
。
后
穰
放
空
子
丹
朱
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
帝
本
紀
）

2
画
地
志
云
。
…
…
汲
家
紀
年
云
。
后
稜
放
帝
子
丹
朱
干
丹
水
。
是
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
高
祖
本
紀
、
立
撃
条
）

3
括
地
話
云
。
故
尭
城
…
…
竹
書
云
。
昔
尭
徳
衰
。
爲
舜
所
記
也
。
又
有
優
朱
故
城
…
…
。
竹
書
籍
。
舜
暴
発
。
書
軸
塞
二
朱
。
使
不
與
父

　
相
見
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
帝
本
紀
）

4
…
…
括
地
志
云
。
…
…
斜
尋
故
城
…
…
。
臣
讃
云
…
…
。
汲
置
古
文
云
。
太
康
居
勘
尋
。
二
藍
居
之
。
三
又
居
之
。
尚
書
云
…
…
。
此
即

　
太
康
市
之
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
夏
本
紀
）

5
高
家
古
文
云
。
太
幽
居
勘
尋
。
葬
亦
居
之
。
桀
又
居
之
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
周
本
紀
、
武
王
条
）

6
括
地
溜
云
。
相
州
安
陽
本
丁
庚
申
都
。
…
…
早
書
紀
年
云
。
盤
塾
主
奄
遷
干
北
蒙
。
日
股
塊
。
南
主
都
四
十
里
。
：
…
・
　
　
　
（
股
本
紀
）

7
括
前
志
云
。
沙
丘
墓
…
…
。
吉
書
紀
年
。
自
軍
庚
徒
殼
。
率
土
上
里
。
七
百
七
十
三
年
。
更
不
遜
都
。
紺
誓
書
大
漁
邑
。
南
距
朝
歌
。
北

　
櫨
郡
郵
及
笹
丘
。
皆
爲
離
宮
別
館
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
股
本
紀
）

8
…
…
又
汲
家
古
文
云
。
憂
患
已
有
応
國
。
非
成
王
所
造
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
梁
孝
王
世
家
、
緒
少
量
補
）

9
紀
年
云
。
三
年
。
致
諸
侯
。
烹
齊
哀
公
干
鼎
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
周
本
紀
、
三
王
条
）

10

c
…
括
地
胆
云
…
…
。
帝
王
紀
云
…
…
。
外
郭
日
…
…
。
竹
書
云
。
齊
嚢
公
書
紀
・
邦
・
邪
・
郡
。
　
（
始
皇
本
紀
末
、
後
漢
皇
帝
記
事
条
）

11

i
補
）
竹
書
置
。
齊
裏
公
滅
紀
・
遷
紀
云
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
斉
太
公
世
家
、
訂
補
）

戦
国
魏

12

c
…
竹
書
紀
年
云
。
梁
恵
王
二
十
年
。
齊
閲
王
築
防
以
爲
長
城
。

13

I
年
云
。
梁
恵
王
三
十
年
。
下
郵
遷
干
醇
。
改
名
徐
州
。

　
　
↓
索
隠
注
引
く
侠
文
と
、
ほ
ぼ
同
じ
（
魯
世
家
）

14

∫
n
志
下
。
高
平
…
…
。
紀
年
云
。
魏
哀
王
改
向
日
高
平
也
。

15

�
n
志
下
。
…
…
紀
年
云
。
鄭
侯
使
辰
編
蕾
陽
向
。
更
名
高
平
抜
之
。

　
　
↓
集
解
注
引
く
侠
文
と
、
ほ
ぼ
同
じ
（
趙
世
家
）

　
　
（
蘇
秦
列
伝
、
皇
位
条
）

（
二
葉
君
列
伝
、
諸
王
9
条
）

　
（
趙
世
家
、
恵
文
王
1
6
条
）

（
黒
豆
列
伝
、
秦
昭
王
4
2
条
）



索
隠
に
引
く
《
紀
年
》
侠
文
は
、
基
本
的
に
『
聖
書
』
経
籍
志
と
同
じ
く
「
紀
年
」
と
表
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
部
に
、
集
解
や
西
晋
・

臣
蹟
『
漢
書
音
義
』
地
理
志
注
を
利
用
し
て
い
る
。
ま
た
数
例
で
は
あ
る
が
、
階
文
集
・
場
帝
期
の
王
助
の
狂
文
を
一
部
に
利
用
し
て
い

　
ゆ
　る

。
こ
の
王
勘
の
引
用
文
も
ま
た
、
「
紀
年
」
と
表
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
索
隠
の
系
統
を
み
れ
ば
、
か
れ
は
集
解
を
参
照
し
な
が

ら
、
し
か
も
大
量
の
《
紀
年
》
侠
文
を
追
加
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
王
勘
の
按
文
に
み
え
る
「
紀
年
」
の
表
示
と
同
じ
こ
と
か
ら
、

階
唐
時
代
の
伝
本
を
利
用
し
た
と
想
定
で
き
よ
う
。

　
そ
の
内
容
は
、
周
の
共
和
以
前
の
記
載
が
四
例
と
少
な
く
、
そ
の
引
用
も
集
解
と
「
汲
家
古
文
」
「
汲
家
紀
年
」
と
記
す
記
事
が
三
例

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
春
秋
晋
で
は
、
集
解
に
見
ら
れ
な
い
条
文
が
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
戦
国
時
代
で
も
ま
た
、
集
解
に
対
し

て
多
く
の
条
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
る
と
索
隠
引
く
《
紀
年
》
引
際
は
、
と
く
に
晋
・
魏
の
時
代
に
か
か
わ
る
独
自
の
記
事

を
大
量
に
ふ
く
む
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

　
こ
れ
に
対
し
て
正
義
引
く
《
紀
年
》
侠
骨
は
、
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
正
義
で
は
、
そ
の
大
半
が
唐
貞
観
十
二
～
十
六
年

（
六
三
八
～
四
二
）
に
編
纂
さ
れ
た
魏
王
李
泰
主
編
『
括
地
志
』
の
侠
文
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
独
自
の
注
は
き
わ
め
て
少
な
い
と
お
も

わ
れ
る
。
ま
た
正
義
で
は
、
集
解
・
索
隠
と
ほ
ぼ
同
じ
引
用
文
が
あ
り
、
ま
た
索
隠
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
が
み
ら
れ
る
点
（
索
隠
4
）
が

注
目
さ
れ
る
。
そ
こ
で
正
義
は
、
集
解
と
索
隠
の
説
を
参
照
し
な
が
ら
注
釈
を
ほ
ど
こ
し
て
お
り
、
三
家
で
は
も
っ
と
も
新
し
い
注
釈
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
そ
れ
で
は
正
義
に
《
紀
年
》
侠
文
が
少
な
い
の
は
、
索
隠
が
引
く
拙
文
と
重
複
を
さ
け
た
と
い
わ
れ
て
い
る
点
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
正
義
引
く
侠
文
で
は
、
索
隠
が
引
く
《
紀
年
》
の
系
統
と
心
胆
な
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
す
な
わ
ち
正
義
で
は
『
黒
地
志
」

引
く
侠
文
が
大
半
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
紀
年
」
と
記
す
こ
と
も
あ
る
が
、
全
体
は
「
皇
家
紀
年
」
「
贋
書
」
「
竹
書
紀
年
」
と
表
記
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
貫
文
は
わ
ず
か
で
、
し
か
も
そ
の
内
容
は
正
義
独
自
の
国
文
と
し
て
注
目
さ
れ
る
記
事
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
か

『
史
記
』
三
家
注
の
『
竹
書
紀
年
』
侠
文
に
つ
い
て

i
・
［
i



四

ら
正
義
は
、
《
紀
年
》
の
淀
本
を
参
照
し
て
い
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
正
義
注
は
、
索
隠
引
く
《
紀
年
》
侠
文
を
参
照
し
て

い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
侠
文
を
ほ
と
ん
ど
追
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
索
隠
引
く
《
紀
年
》
古
文
は
、
学
道
初
期
に
伝
え
ら
れ
た
『
竹
書
紀
年
』
を
参
照
し
て
大
量
の
記
載
を
ふ
く
み
、

こ
れ
に
対
し
て
正
義
は
集
解
・
索
隠
・
『
括
地
組
』
な
ど
を
参
照
し
な
が
ら
、
独
自
の
《
星
霜
》
原
本
を
見
な
か
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
『
竹
書
紀
年
』
は
、
西
晋
時
代
に
発
見
さ
れ
て
以
来
、
南
朝
・
北
朝
と
も
に
伝
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
南
朝
宋

の
集
解
は
、
と
く
に
同
県
末
・
徐
広
『
史
記
音
義
』
に
引
か
れ
た
戦
国
部
分
の
侠
文
を
中
心
と
し
て
、
一
部
に
西
普
・
臣
踏
『
漢
書
音
義
』

や
東
晋
・
郭
瑛
注
を
引
用
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
と
も
に
《
紀
年
》
完
本
の
姿
を
伝
え
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
《
紀
年
》

侠
文
を
多
く
引
用
す
る
の
は
、
北
魏
・
騨
道
元
『
水
団
注
』
と
苗
代
の
『
史
記
索
隠
』
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
と
く
に
春
秋
晋
以
降
の
記
述

が
多
く
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
北
朝
・
階
・
唐
に
継
承
さ
れ
た
伝
本
は
、
南
朝
宋
の
集
解
が
利
用
で
き
た
侠
文
と
は
異
な
っ
て

比
較
的
全
体
に
わ
た
る
工
業
で
あ
り
、
『
水
細
注
』
と
索
隠
注
は
、
こ
の
北
朝
系
統
の
伝
本
を
利
用
し
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
。
し
か
し

唐
風
の
『
史
記
正
義
』
は
、
わ
ず
か
な
侠
文
の
ほ
と
ん
ど
が
唐
初
の
『
括
地
志
』
引
く
侠
文
を
収
録
し
て
お
り
、
正
義
に
引
く
《
紀
年
》

は
ご
く
一
部
で
あ
る
こ
と
を
み
て
き
た
。

　
図
1
は
、
以
上
の
よ
う
な
『
奥
書
紀
年
」
侠
文
の
系
統
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
《
紀
年
》
の
豆
本
は
、
、
部
で
あ
る
と

は
い
え
西
面
・
黒
豆
・
宋
に
伝
え
ら
れ
、
も
う
一
方
で
北
面
・
陪
・
唐
代
に
伝
え
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
諸
家
の
注
釈
に

利
用
さ
れ
て
い
る
経
過
か
ら
み
れ
ば
、
こ
の
書
籍
が
後
世
の
偽
書
と
は
必
ず
し
も
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
こ
の
考
察
か
ら
、
《
紀
年
》
案
文
の
豆
本
に
対
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
点
が
指
摘
で
き
る
。
い
ま
一
つ
の
基
準
と
さ
れ
て
い
る
王

国
維
『
古
本
殴
書
紀
年
輯
校
』
を
み
る
と
、
そ
の
配
列
は
五
帝
か
ら
は
じ
ま
っ
て
晋
・
魏
（
武
侯
・
梁
恵
泰
西
・
今
生
）
ま
で
時
代
順
に

並
べ
、
そ
の
あ
と
に
「
無
年
増
可
念
者
」
と
し
て
付
記
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
至
聖
は
、
《
紀
年
》
諺
文
と
お
も
わ
れ
る
部
分
が
配
列



「
史
記
』
三
家
注
の
『
竹
書
紀
年
」
侠
文
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

収
録
す
る
形
式
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
福
本
を
み
る
と
、
萢
黒
門
『
古
本
竹
書
紀
年
輯
校
訂
補
』
と
、
李
民
・
楊
択
令
・
孫
順
森
・
史
嘉
祥
『
手
本
洋

書
紀
年
訳
註
』
は
、
基
本
的
に
王
国
維
の
編
集
方
針
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
陳
下
家
『
六
国
紀
年
』
は
、
そ
の
配
列
と
考
証
は
丘
辺
の
観

点
に
よ
る
が
、
や
は
り
王
国
維
と
同
じ
よ
う
に
、
《
紀
年
》
侠
文
と
お
も
わ
れ
る
部
分
だ
け
を
引
用
し
て
い
る
。
し
か
し
方
響
銘
・
夕
露

図1　「竹書紀年』の系統図

山家回書 西晋
1

1

西勲臣遭・漢書注

、

東
回
〆

1郭灘

〆 東晋末

四書紀年 1絋・史記璽

Ψ 、，　↓
、ダ北魏 嚢馬因『史記集解」 南朝宋

『水経注』

　階

Y

紀　年

階

王勘注 、〆

唐、〆

芝地二陣初

「史記索隠』←「D

Ψ唐

→ 『史記正義』 〈

’ v

書紀年 →『史記』三家注く

宋代に散旨

し
て
あ
る
だ
け
で
、
ど

の
典
拠
に
よ
る
資
料
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
明

記
し
て
い
な
い
。
ま
た

諸
家
の
同
一
注
釈
に
引

か
れ
た
条
文
を
、
そ
の

内
容
に
よ
っ
て
分
け
て
、

別
項
目
と
し
て
い
る
場

合
が
あ
る
。
こ
れ
は
侠

文
の
性
格
を
考
え
る
際

に
は
、
き
わ
め
て
不
便

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

《
紀
年
》
の
揖
本
は
、

侠
文
引
用
の
典
拠
ま
で



＝
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齢
『
古
本
群
書
紀
年
輯
謹
』
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
な
典
拠
に
注
意
し
て
引
用
し
、
し
か
も
同
｝
あ
る
い
は
類
似
の
条
文
は
並
べ
て

配
列
し
て
い
る
。
さ
ら
に
案
文
に
お
い
て
、
画
風
と
異
聞
の
考
証
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
今
日
で
は
、
『
古
本
竹
書
紀
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

輯
讃
』
の
配
列
方
法
が
、
も
っ
と
も
望
ま
し
い
形
式
に
近
い
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
そ
の
と
き
《
紀
年
》
差
文
に
関
し
て
注
意
す
べ
き
こ

と
は
、
諸
注
に
引
用
す
る
と
き
の
誤
写
が
あ
る
こ
と
、
一
部
侠
文
の
引
用
に
明
ら
か
な
書
き
換
え
や
考
証
の
案
文
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
《
紀
年
》
侠
文
の
復
元
に
は
、
こ
の
よ
う
な
訳
注
の
引
用
形
態
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。

三
　
古
本
『
竹
書
紀
年
』
侠
文
の
史
料
的
性
格

　
こ
こ
で
は
《
紀
年
》
侠
文
の
性
格
を
考
え
る
ま
え
に
、
ま
ず
山
田
統
「
竹
書
紀
年
と
六
国
魏
表
」
「
竹
書
紀
年
の
後
代
性
」
な
ど
一
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

の
論
文
で
指
摘
さ
れ
た
、
《
紀
年
》
の
史
料
的
価
値
を
否
定
す
る
説
を
再
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
山
田
氏
に
よ
る
と
、
『
史
記
』
集
解
に
「
黄
帝
」
か
ら
始
ま
る
と
す
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
が
、
杜
預
の
『
左
伝
』
後
序
に
よ
っ
て

「
夏
股
周
」
か
ら
始
め
る
と
い
う
説
を
と
れ
ば
問
題
は
な
く
な
る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
三
代
が
王
に
書
論
さ
れ
、
以
後
は
晋
に
接
続
し

て
、
戦
国
魏
の
「
今
王
」
二
〇
年
ま
で
の
記
述
を
す
る
紀
年
資
料
が
、
戦
国
時
代
に
あ
り
え
た
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
を
出
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
古
代
を
系
譜
資
料
で
記
述
し
、
春
秋
・
戦
国
初
期
を
簡
略
な
記
事
資
料
、
戦
国
中
期
以
降
を
紀
年
資
料
と
す
る
複

合
的
な
「
紀
年
」
が
、
ほ
か
に
も
存
在
す
る
。
そ
れ
は
別
戸
で
論
じ
た
よ
う
に
、
『
史
記
』
秦
本
紀
に
み
え
る
「
秦
記
」
で
あ
り
、
こ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
は
同
一
の
国
で
は
あ
る
が
、
複
合
的
な
資
料
の
形
式
は
『
訳
書
紀
年
』
の
形
式
と
や
や
近
い
。
し
か
も
晋
の
あ
と
戦
国
魏
に
つ
づ
く
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
は
不
自
然
と
い
わ
れ
る
が
、
馬
王
堆
吊
書
『
戦
国
縦
横
家
書
』
に
よ
る
と
、
魏
の
国
は
戦
国
時
代
に
も
「
晋
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
魏
は
、
晋
を
滅
ぼ
し
た
国
で
あ
る
と
同
時
に
、
三
晋
の
な
か
で
「
晋
」
を
継
承
す
る
国
と
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し



た
が
っ
て
魏
が
晋
紀
年
資
料
を
継
承
し
た
記
述
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
戦
国
史
資
料
の
記
述
に
即
し
て
考
え
れ
ば
、
む
し
ろ
そ
の
信
頼

性
を
う
か
が
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
に
関
連
し
て
山
田
氏
は
、
趙
を
「
耶
郵
」
、
魏
を
「
梁
」
、
韓
を
「
鄭
」
と
い
う
の
は
、
『
孟
子
』
な
ど
を
参
照
し
た
結
果
で
は
な

い
か
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
も
『
戦
国
縦
横
家
書
』
で
は
、
趙
を
「
那
郵
」
、
韓
を
「
鄭
」
と
い
う
例
が
あ
り
、
魏
は
む
し
ろ
「
梁
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

と
呼
ば
れ
る
例
の
ほ
う
が
〕
般
的
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
は
、
《
紀
年
》
の
後
代
性
を
示
す
根
拠
に
は
な
ら
ず
、
か
え
っ
て
同
時
代
の
用

語
を
忠
実
に
ふ
く
む
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
ま
た
橋
本
増
吉
・
山
田
統
両
氏
は
、
『
史
記
』
に
は
紀
年
を
記
さ
な
い
古
代
に
、
干
支
紀
年
法
が
あ
り
え
た
で
あ
ろ
う
か
と
い
わ
れ
る
。

こ
こ
で
は
古
代
紀
年
の
検
討
を
中
心
と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
『
史
記
』
三
家
注
に
み
え
る
《
紀
年
》
侠
文
に
よ
っ
て
説
明
す
れ
ば
、

晋
以
前
に
お
い
て
年
数
を
記
す
資
料
は
、
そ
の
出
典
が
基
本
的
に
集
解
だ
け
に
み
え
る
資
料
と
、
索
隠
扶
文
の
数
例
だ
け
で
あ
っ
た
。
ま

た
同
じ
く
集
解
に
引
く
臣
瑠
注
・
歯
黒
注
で
は
、
古
代
の
記
述
に
対
し
て
紀
年
・
年
数
を
記
さ
ず
、
索
隠
・
正
義
に
お
い
て
も
、
こ
の
傾

向
は
同
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
《
紀
年
》
侠
文
で
は
、
む
し
ろ
干
支
紀
年
法
や
古
代
年
数
を
記
す
資
料
の
典
拠
の
ほ
う
が
問
題
で
は
な

　
　
　
　
　
　
ゆ
　

い
か
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
晋
以
前
の
部
分
と
、
晋
・
魏
の
部
分
と
の
性
格
を
一
応
わ
け
て
考
え
て
お
き
た
い
。

　
そ
れ
で
は
残
る
春
秋
晋
・
戦
国
魏
紀
年
の
信
頼
性
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ぎ
に
『
史
記
』
三
家
注
に
み
え

る
《
紀
年
》
侠
文
か
ら
、
そ
の
史
料
的
性
格
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
表
1
の
集
解
引
く
《
紀
年
》
置
文
で
は
、
魏
文
侯
以
前
の
記
事
は
少
な
く
、
春
秋
晋
の
紀
年
は
み
ら
れ
な
い
。
つ
ぎ
に
戦
国
魏
で

は
、
三
蹟
注
引
く
侠
文
に
紀
年
は
な
く
、
二
例
は
斉
・
衛
に
か
か
わ
る
大
事
記
で
あ
る
。
ま
た
徐
広
引
く
扶
文
は
、
「
恵
王
」
「
哀
王
」
の

紀
年
を
ふ
く
む
記
事
と
、
魏
と
他
国
に
関
す
る
大
事
記
に
分
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
斐
騒
案
文
に
み
え
る
廟
社
は
、
と
く
に
「
梁
恵
成
王

九
年
四
月
甲
寅
」
と
い
う
干
支
を
記
し
た
大
梁
遷
都
の
記
事
と
、
斉
・
燕
の
大
事
記
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
集
解
引
く
《
紀
年
》
魚
文

『
史
記
』
三
家
注
の
『
竹
書
紀
年
』
侠
文
に
つ
い
て

二
七
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は
、
基
本
的
に
戦
国
以
前
は
「
三
王
十
七
年
」
の
記
事
を
の
ぞ
い
て
、
世
系
・
年
数
と
記
事
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
戦
国
魏
の
恵
王
時
代

に
紀
年
資
料
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
た
だ
し
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
子
吉
の
引
用
す
る
《
紀
年
》
に
は
、
明
ら
か
な
文
章
上
の
書
き
換
え
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
た
と
え
ば
徐
広
町
引
く
侠
文
（
1
8
、
1
9
）
に
「
魏
哀
王
」
と
あ
る
の
は
、
本
来
な
ら
「
今
王
」
、
あ
る
い
は
た
だ
紀
年
の
み
が
記
さ

れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
徐
旧
注
で
は
、
こ
れ
を
「
哀
王
」
と
推
定
し
て
書
き
換
え
た
と
お
も
わ
れ
、
ま
た
同
一
引
用
と
お
も
わ
れ
る
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぬ
　

事
（
1
8
、
1
9
）
に
紀
年
の
相
違
が
み
ら
れ
る
点
は
、
「
四
年
」
が
正
し
い
の
で
は
な
い
か
と
考
証
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
徐
広
注
に
「
紀

年
作
言
澤
」
と
あ
る
記
事
（
1
4
）
は
、
『
史
記
』
の
本
文
「
會
諸
侯
干
澤
」
に
即
し
て
、
「
會
諸
侯
干
逢
澤
」
と
い
う
侠
文
を
想
定
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
同
じ
よ
う
に
、
徐
宇
多
に
「
紀
年
亦
云
爾
」
（
1
6
）
と
あ
る
こ
と
は
、
《
紀
年
》
侠
文
で
は
な
く
、
『
史
記
』

趙
世
家
の
本
文
に
即
し
て
落
文
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
集
解
引
く
儲
君
は
、
そ
の
本
来
の
諸
注
に
よ
っ
て
、
若
干

の
書
き
換
え
が
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
り
、
引
用
文
を
も
っ
て
た
だ
ち
に
《
紀
年
》
逸
文
に
で
き
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
の
よ
う
な
《
紀
年
》
論
文
の
特
徴
を
ふ
ま
え
て
、
集
解
引
く
《
紀
年
》
の
構
成
を
み
る
と
、
そ
の
記
事
は
魏
を
中
心
と
し
て
周
辺
諸

国
の
情
報
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
た
と
え
ば
魏
の
記
事
は
、
魏
大
夫
の
出
奔
、
大
梁
へ
の
遷
都
、
魏
へ
の
来
朝
、
魏
で
の
会

盟
、
斉
・
宋
と
の
戦
争
、
地
名
の
改
称
な
ど
の
例
が
み
え
る
。
ま
た
他
国
の
記
事
は
、
魚
燈
・
韓
王
の
死
、
燕
公
子
の
即
位
、
衛
侯
の
記

事
、
趙
・
燕
の
会
明
皿
、
斉
・
趙
・
楚
・
秦
・
韓
の
戦
争
な
ど
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
集
解
引
く
侠
文
は
、
魏
国
の
大
事
・
外
交
記
事
を
中

心
と
し
て
、
周
辺
諸
国
の
大
事
で
記
事
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
母
国
の
編
年
記
を
も
と
に
し
た
と
い
う
『
春

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
』
と
類
似
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
集
解
引
く
《
紀
年
》
属
文
は
、
必
ず
し
も
古
文
そ
の
も
の
と
し
て
復
元
に
利

用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
内
容
は
戦
国
魏
の
紀
年
資
料
の
形
式
を
伝
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
こ
で
『
史
記
』
戦
国
紀
年
と
の
か
か
わ
り
を
検
討
す
る
と
、
つ
ぎ
の
点
が
指
摘
で
き
る
。
ま
ず
戦
国
時
代
に
関
す
る
記
事
は
、
重
複



す
る
記
事
を
の
ぞ
け
ば
、
全
部
で
｝
四
条
と
な
る
。
こ
の
う
ち
『
史
記
』
と
共
通
・
関
連
す
る
内
容
は
、
七
例
（
1
0
、
1
1
、
1
4
、
1
6
、
1
7
、

2
0
、
2
1
）
で
あ
り
、
こ
れ
と
反
対
に
新
た
な
重
文
は
、
七
丁
目
8
、
9
、
1
2
、
1
3
、
1
5
、
1
9
、
2
2
）
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
『
史
記
』
戦

国
紀
年
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
の
は
、
と
く
に
前
者
の
記
事
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
さ
ら
に
『
史
記
』
と
異
な
る
記
事
を
み
る
と
、
二
例

み
ら
れ
る
。
1
0
の
例
で
は
、
『
史
記
』
魏
世
家
の
国
王
元
年
条
に
「
今
魏
螢
二
王
錯
」
と
あ
る
記
事
に
対
応
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
紀
年

の
相
違
と
い
う
よ
り
も
、
記
事
そ
の
も
の
が
同
一
の
事
件
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。
つ
ぎ
に
1
1
は
、
大
梁
遷
都
の
記
事
で
あ
る
が
、
こ
の

記
事
は
『
諸
経
注
』
渠
水
煙
に
「
北
恵
成
王
六
年
四
月
甲
寅
。
徒
煮
干
大
梁
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
す
で
に
紀
年
の
書
写
に
相
違
が
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
た
魏
の
情
勢
を
め
ぐ
っ
て
問
題
と
な
る
記
事
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
侠
文
に
は
、
『
史
記
』
と
同
じ
記
述
が
あ
り
、
そ
の
表
現
は

「
紀
年
作
逢
澤
」
「
紀
年
亦
云
爾
」
「
紀
年
於
此
憶
説
」
と
い
う
よ
う
に
、
『
史
記
』
の
記
事
と
ほ
ぼ
一
致
し
た
内
容
を
ふ
く
む
こ
と
が
注
目

さ
れ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
は
直
接
的
に
紀
年
を
記
し
た
記
事
で
は
な
く
、
『
史
記
」
紀
年
と
の
関
係
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
以
上
の
こ
と
か

ら
、
集
解
に
引
く
《
紀
年
》
侠
文
は
、
一
例
を
の
ぞ
い
て
、
『
史
記
』
紀
年
と
直
接
的
に
相
違
す
る
記
事
は
み
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
『
史
記
』

と
土
ハ
通
・
関
連
す
る
記
事
と
、
新
た
な
侠
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ら
は
《
紀
年
》
や
『
史
記
』
の
信
頼
性
を
否
定
す

る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
『
史
記
』
戦
国
史
料
の
不
足
を
補
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
つ
ぎ
に
索
隠
・
正
義
引
く
《
紀
年
》
侠
文
の
内
容
は
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
集
解
と
の
比
較
に
お
い
て
、
別
の

視
点
か
ら
《
紀
年
》
の
性
格
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
い
ま
『
史
記
』
三
家
注
に
み
え
る
《
紀
年
》
侠
文
に
お
い
て
、
戦
国
関
係
国
の
頻
度
を
集
計
し
て
み
る
と
、
表
6
の
よ
う
に
な
る
。
こ

れ
に
よ
る
と
《
紀
年
》
侠
文
に
み
え
る
関
係
国
は
、
斉
・
秦
・
趙
・
韓
の
順
に
多
く
、
以
下
は
魏
の
周
辺
諸
国
の
記
事
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
し
て
そ
の
情
報
を
、
魏
以
東
と
魏
以
西
の
両
方
に
わ
け
て
み
る
と
、
魏
以
西
の
秦
・
韓
・
趙
．
楚
の
諸
国
は
計
三
三
例
で
、
魏

以
東
の
燕
・
衛
・
周
・
鄭
・
斉
・
魯
の
諸
国
は
計
三
五
例
と
な
り
、
ほ
ぼ
東
西
に
均
等
に
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て

『
史
記
』
三
家
注
の
『
竹
書
紀
年
』
侠
文
に
つ
い
て

＝
九
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こ
の
関
係
国
の
分
布
か
ら
み
れ
ば
、
《
紀
年
》
扶
文
の
情
報
は
、
魏
を
中
心
と
し
て
そ
の
周
辺
に
分
布
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は

こ
の
資
料
の
性
格
が
魏
を
中
心
と
す
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
さ
ら
に
、
『
史
記
』
魏
世
家
に
み
え
る
関
係
諸
国
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
た
だ
し
魏
世
家
で
は
、
戦
国
魏
の
文
言
元
年
か
ら
哀

王
一
八
年
ま
で
を
対
象
と
し
、
戦
国
故
事
・
説
話
の
部
分
は
除
い
た
。
ま
た
同
一
年
の
記
事
は
一
例
と
し
た
が
、
別
の
項
目
に
な
っ
て
い

る
も
の
は
事
例
に
ふ
く
め
、
《
紀
年
》
侠
文
と
比
較
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

　
表
6
に
よ
る
と
魏
世
家
で
は
、
秦
・
趙
・
斉
・
韓
の
順
に
多
く
、
必
ず
し
も
情
報
は
魏
の
周
辺
諸
国
に
分
布
し
て
い
な
い
。
ま
た
情
報

を
、
魏
以
東
と
魏
以
西
の
両
方
に
わ
け
て
み
る
と
、
魏
以
西
の
秦
・
韓
・
趙
・
楚
の
諸
国
は
計
六
四
例
、
魏
以
東
の
燕
・
衛
・
周
・
鄭
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
斉
・
魯
の
諸
国
は
計
二
一
例
と
な
る
。
こ
れ
は
西
側
の
情
報
が
、
東
側
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
情
報
に
く
ら
べ
て
約
三
倍
で
あ
り
、
し
か
も
多
く
は
秦
の
情
報
に
か
た
よ
っ

国
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
は
《
紀
年
》
侠
文
に
み
え
る
情
報
分

隔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
布
と
大
き
く
異
な
・
て
い
る
。
そ
の
原
因
は
、
す
で
に
『
史
記
』
戦
国
紀

麺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
の
分
析
で
指
摘
し
た
考
に
、
司
馬
遷
は
戦
国
世
家
を
作
成
す
る
に
あ

世魏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
っ
て
、
秦
の
情
報
を
基
礎
と
し
、
そ
の
秦
と
の
関
連
事
項
を
各
国
に
分

コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
散
し
た
年
表
に
よ
っ
て
記
述
し
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
と
お
も
わ
れ
る
。

年紀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
が
っ
て
魏
世
家
で
は
、
そ
の
情
報
が
圧
倒
的
に
秦
の
情
報
に
か
た
よ

《　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
、
秦
と
の
関
連
に
お
い
て
諸
国
の
情
報
が
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
な
か
に
魏

　表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
情
報
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ま
こ
の
両
者
を
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
較
し
て
み
る
と
、
そ
の
相
違
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、

国名 集解 索隠 正義 計 魏世家

ヨ日 0 4 0 4
一

斉 3 15 1 19 13

秦 1 11 0 12 39

趙 2 8 0 10 ユ5

韓 2 6 0 8 6

燕 4 2 0 6 1

楚 2 1 0 3 4

周 1 0 0 1 1

魯 1 1 0 2 1

衛 1 2 0 3 2

鄭 0 4 0 4 3

宋 0 1 0 1 3

票 0 1 0 1
一

中山 一 一 一 一
2



『
史
記
』
三
家
注
に
み
え
る
《
紀
年
》
扶
文
は
、
司
馬
遷
が
利
用
し
た
戦
国
秦
の
資
料
と
は
異
な
る
系
統
に
属
し
て
お
り
、
し
か
も
魏
国

の
大
事
・
外
交
記
事
を
中
心
と
す
る
資
料
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
『
竹
書
紀
年
』
扶
文
の
構
成
は
、
春
秋
晋
よ
り
以
前
は
系
譜
に
近
い
形
式
が
多
く
、
春
秋
晋
・
戦
国
魏
に
紀
年
記
事
が
現

れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
春
秋
晋
に
お
い
て
、
皇
国
の
編
年
記
を
も
と
に
し
た
と
い
う
『
春
秋
』
と
同
じ
形
式
を
採
用
し
、
ま
た
戦
国
魏

に
お
い
て
も
、
晋
以
来
の
紀
年
形
式
の
記
録
が
継
承
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
紀
年
資
料
の
存
在
は
、
戦
国
趙
が
耶
郵

に
遷
都
す
る
敬
画
期
か
ら
紀
年
資
料
が
現
わ
れ
、
戦
国
秦
に
お
い
て
献
公
・
孝
公
時
期
に
紀
年
記
事
に
移
行
す
る
形
態
よ
り
早
い
も
の
で

　
　
　
　

あ
る
。
し
か
し
《
紀
年
》
が
、
『
孟
子
』
離
婁
下
篇
に
「
晋
之
乗
、
楚
之
梼
机
、
魯
之
春
秋
」
と
い
う
諸
国
史
記
に
対
し
て
は
、
必
ず
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
　

も
直
接
的
な
資
料
と
み
な
す
必
要
は
な
く
、
王
国
の
紀
年
を
基
本
と
し
た
類
似
資
料
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
こ
に
《
紀
年
》
侠
文
の

分
析
は
、
あ
ら
た
め
て
春
秋
か
ら
戦
国
に
お
け
る
紀
年
資
料
の
存
在
を
示
す
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
の
知
見
と
あ
わ
せ
て
春
秋
魯
．
晋
、

戦
国
魏
・
趙
・
秦
に
お
け
る
紀
年
資
料
の
形
態
を
比
較
す
る
材
料
を
提
示
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
本
稿
で
は
、
『
史
記
』
三
家
注
に
引
用
さ
れ
た
『
墨
書
紀
年
』
侠
文
を
分
析
し
て
、
そ
の
史
料
的
性
格
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
以

下
の
よ
う
な
諸
点
が
確
認
で
き
よ
う
。

　
一
に
、
近
年
中
国
の
戦
国
・
秦
漢
墓
に
副
葬
さ
れ
た
出
土
資
料
の
状
況
か
ら
み
れ
ば
、
『
竹
書
紀
年
』
の
発
見
は
、
け
っ
し
て
虚
構
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
西
晋
の
時
代
に
、
今
日
と
同
じ
よ
う
な
厳
密
さ
で
出
土
資
料
の
分
類
・
釈
文
に
成
功
し
た
か
と
い
う
問
題
が

あ
り
、
そ
の
性
格
は
資
料
内
部
の
記
述
に
よ
っ
て
分
析
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『
史
記
』
三
家
注
の
『
竹
書
紀
年
』
扶
文
に
つ
い
て

≡



三
二

　
二
に
、
『
史
記
』
三
家
注
に
み
え
る
《
紀
年
》
侠
文
の
う
ち
、
集
解
引
く
平
文
は
南
朝
に
伝
え
ら
れ
た
一
部
の
情
報
に
も
と
づ
き
、
《
紀

年
》
以
外
の
記
事
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
場
合
も
想
定
で
き
る
。
し
か
し
戦
国
時
代
の
記
述
は
、
大
体
に
お
い
て
魏
周
辺
の
情
報
を
伝
え
て

お
り
、
『
史
記
』
戦
国
史
料
の
不
足
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
と
お
も
わ
れ
る
。
ま
た
索
隠
引
く
右
文
は
、
も
っ
と
も
網
羅
的
で
あ
り
、
そ

こ
に
は
春
秋
晋
・
戦
国
魏
の
独
自
の
情
報
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
し
正
義
引
く
扶
文
は
、
ほ
と
ん
ど
が
『
錆
地
志
』
な
ど
に
よ
る
も

の
で
、
集
解
・
索
隠
か
ら
独
自
の
情
報
は
基
本
的
に
み
ら
れ
な
い
。
こ
こ
か
ら
古
本
『
竹
書
紀
年
』
は
、
集
解
・
索
隠
引
く
三
文
を
中
心

と
し
て
、
『
水
経
注
』
引
く
《
紀
年
》
秩
文
と
あ
わ
せ
て
利
用
す
る
こ
と
が
基
本
と
な
る
。

　
し
か
し
三
に
、
『
史
記
』
三
家
注
の
《
紀
年
》
侠
文
に
は
、
「
今
王
」
の
記
述
を
は
じ
め
、
明
ら
か
な
書
換
え
が
あ
り
、
ま
た
部
分
的
に

後
世
の
誤
写
が
想
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
《
紀
年
》
侠
文
は
、
そ
の
部
分
だ
け
取
り
出
し
て
侠
文
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
前
後
の

注
釈
を
ふ
く
め
て
輯
本
と
し
、
ど
の
よ
う
な
系
統
の
資
料
か
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
限
定
の
も
と
で
、
『
竹
鋸

紀
年
』
扶
文
は
、
『
史
記
」
戦
国
史
料
を
修
正
・
補
足
す
る
資
料
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
お
も
わ
れ
る
。

　
四
に
、
こ
れ
ま
で
春
秋
・
戦
国
期
の
諸
国
史
記
と
し
て
、
魯
の
『
春
秋
』
、
晋
の
「
乗
」
、
楚
の
「
梼
机
」
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、

《
紀
年
》
は
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
国
家
の
史
記
そ
の
も
の
と
考
え
る
必
要
は
な
い
と
お
も
わ
れ
る
。
各
国
に
は
、
王
国
の
紀
年
を
基
本

と
し
て
い
く
つ
か
の
資
料
が
作
成
さ
れ
た
と
お
も
わ
れ
、
《
紀
年
》
も
ま
た
王
国
紀
年
を
基
礎
と
し
た
そ
の
一
種
の
資
料
と
み
な
す
ほ
う

が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
一
例
と
し
て
今
日
で
は
、
司
馬
遷
が
採
用
し
な
か
っ
た
諸
国
紀
年
の
類
似
資
料
が
出
土
し
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
ら
た
め
て
《
紀
年
》
原
簡
の
性
格
と
、
『
史
記
』
戦
国
紀
年
の
研
究
を
す
す
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。



注

（
！
）
拙
稿
「
『
史
記
』
戦
国
紀
年
の
再
検
討
」
（
『
愛
媛
大
学
教
養
部
紀
要
」
二
〇
、
｝
九
八
七
）
、
同
「
『
史
記
』
戦
国
紀
年
｝
覧
表
」

　
（
『
中
国
史
研
究
」
九
、
一
九
八
八
）
を
参
照
。

（
2
）
紀
年
の
考
証
は
、
武
内
義
雄
『
諸
子
概
説
』
六
国
年
表
訂
誤
（
弘
文
堂
、
一
九
三
五
）
、
銭
穆
『
先
秦
諸
子
繋
年
』
通
表
（
商
務

　
印
書
館
、
一
九
三
五
初
版
）
、
用
害
『
戦
国
史
』
戦
国
大
事
年
表
（
一
九
五
五
初
版
、
上
海
人
民
出
版
社
、
　
一
九
八
0
）
、
山
田
統

　
「
六
書
紀
年
と
六
国
鼻
下
」
、
同
「
竹
書
紀
年
の
後
代
性
」
（
一
九
六
〇
、
の
ち
共
に
『
山
田
統
著
作
集
』
1
所
収
、
　
一
九
八
一
）
、
金

　
谷
治
「
戦
国
年
表
雑
識
」
（
『
早
出
東
洋
学
』
八
、
一
九
六
二
）
、
白
光
碕
「
戦
国
紀
年
疑
義
」
（
『
中
国
古
代
史
論
叢
』
八
二
、
　
一
九

　
八
三
）
、
斉
藤
国
治
・
小
沢
賢
二
「
天
文
史
料
を
使
っ
て
『
史
記
」
の
く
六
国
年
表
〉
を
検
証
す
る
」
（
『
科
学
史
研
究
』
　
一
五
七
、

　
一
九
八
六
、
の
ち
改
訂
し
て
『
中
国
古
代
の
天
文
記
録
の
検
証
』
所
収
、
雄
山
閣
、
一
九
九
二
）
、
平
氏
隆
郎
編
著
『
新
編
史
記
東

　
周
年
表
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
「
九
九
五
）
な
ど
が
あ
る
。

（
3
）
『
竹
書
紀
年
』
は
、
王
国
維
『
古
本
高
書
紀
年
輯
校
』
の
ほ
か
、
陳
夢
家
『
六
国
紀
年
』
（
学
習
生
活
出
版
社
、
　
一
九
五
五
）
、
萢

　
紐
虫
『
古
本
卜
書
紀
年
輯
校
訂
補
」
（
新
知
識
出
版
社
、
一
九
五
六
）
、
方
詩
銘
・
王
修
齢
『
古
本
竹
書
紀
年
粗
暴
」
（
上
海
古
籍
出

　
版
社
、
一
九
八
一
）
、
霊
鳥
・
楊
択
令
・
忠
順
森
・
曲
道
祥
『
古
本
竹
書
紀
年
訳
註
』
（
中
州
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
〇
）
な
ど
本
文

　
に
関
す
る
研
究
が
あ
る
。
な
お
諸
本
か
ら
復
元
さ
れ
た
古
本
に
対
し
て
、
今
本
『
竿
燈
紀
年
』
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
信

　
頼
性
の
な
い
こ
と
は
王
国
維
の
考
証
が
あ
り
、
ま
た
平
目
隆
郎
「
今
本
『
玉
書
紀
年
』
の
性
格
」
（
九
州
大
学
『
東
洋
史
論
集
」
二

　
〇
、
　
一
九
九
二
）
で
整
理
さ
れ
て
い
る
。

　
『
史
記
』
三
家
注
の
『
竹
書
紀
年
』
侠
文
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
歯

（
4
）
『
竹
書
紀
年
』
の
性
格
・
内
容
を
論
じ
た
研
究
は
多
い
が
、
出
土
状
況
と
資
料
的
性
格
を
検
討
し
た
も
の
に
、
神
田
喜
一
郎
「
汲

　
家
書
出
土
の
始
末
に
託
て
（
上
・
下
）
」
（
『
支
那
学
』
一
一
二
、
三
、
一
九
二
〇
）
、
原
富
男
「
下
書
紀
年
今
・
古
本
考
」
（
斯
文
会

　
『
支
那
学
研
究
』
第
三
編
、
一
九
三
三
）
、
橋
本
増
吉
「
言
書
紀
年
に
つ
い
て
」
（
『
東
洋
学
報
」
三
唱
ー
二
、
一
九
四
九
）
、
陳
全
家

　
「
汲
白
竹
斎
忌
」
（
『
六
国
紀
年
」
所
収
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
萢
祥
雍
「
関
於
《
古
本
言
書
紀
年
》
的
亡
侠
年
代
」
（
『
文
史
』
二
五

　
輯
、
一
九
八
五
）
は
、
こ
れ
ま
で
の
諸
説
を
検
討
し
、
霊
代
ま
で
は
残
本
が
あ
り
、
全
書
の
散
扶
を
元
代
と
す
る
。

（
5
）
注
（
4
）
橋
本
前
掲
論
文
、
注
（
2
）
山
田
前
掲
論
文
。
ま
た
金
谷
前
掲
「
戦
国
年
表
雑
識
」
は
、
戦
国
紀
年
の
信
頼
性
に
か
か

　
わ
る
問
題
点
を
整
理
さ
れ
て
い
る
。

（
6
）
王
国
維
の
官
本
に
は
、
引
用
の
仕
方
や
記
事
の
種
類
に
つ
い
て
問
題
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
概
略
を
知
る
目
安
と
し
た
い
。

　
ま
た
伊
藤
道
治
コ
九
六
〇
年
一
回
顧
と
展
望
・
先
秦
」
（
『
史
学
雑
誌
』
七
〇
1
五
、
一
九
六
一
）
で
は
、
す
で
に
『
竹
書
紀
年
』

　
扶
文
の
典
拠
に
注
意
す
る
必
要
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
7
）
『
晋
書
』
巻
五
一
束
哲
伝
に
、

　
　
　
初
太
康
二
年
。
汲
郡
人
畜
準
。
盗
登
魏
嚢
王
墓
。
或
言
安
産
王
家
。
得
謹
書
激
十
車
。
其
紀
年
十
三
篇
。
記
夏
以
來
。
至
周
幽

　
　
　
王
爲
犬
戎
所
滅
。
以
事
接
之
三
家
分
。
価
述
魏
事
。
至
安
麓
王
室
二
十
年
。
蓋
魏
式
量
史
書
。

（
8
）
注
（
2
）
山
田
前
掲
論
文
、
注
（
4
）
陳
夢
家
前
掲
論
文
。

（
9
）
拙
稿
「
『
史
記
』
と
中
国
出
土
書
籍
」
（
『
愛
媛
大
学
教
養
部
紀
要
」
二
三
、
一
九
九
〇
）
参
照
。
ま
た
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所

　
編
『
輝
県
発
掘
報
告
』
（
科
学
出
版
社
、
一
九
五
六
）
で
は
、
輝
偏
固
囲
村
の
遺
跡
を
戦
国
魏
墓
の
地
と
す
る
が
、
　
一
九
九
三
年
の

　
特
別
展
『
中
国
王
朝
の
誕
生
』
（
読
売
新
聞
社
、
一
九
九
三
）
で
は
、
戦
国
中
期
の
面
面
王
族
墓
地
と
し
て
い
る
。
こ
の
地
域
は
晋

　
代
の
汲
県
に
ふ
く
ま
れ
、
今
後
の
調
査
が
注
目
さ
れ
る
。



（
1
0
）
杜
預
『
春
秋
経
伝
集
解
』
後
序
に
、

　
　
　
太
康
元
年
三
月
。
…
…
會
汲
郡
汲
縣
。
有
獲
詩
界
内
海
門
者
。
大
得
古
書
。
…
…
周
易
及
紀
年
。
最
下
分
了
。
－
－
－
其
紀
年
篇
。

　
　
　
起
翼
下
股
周
。
皆
三
代
王
事
。
無
諸
國
別
也
。
唯
特
記
晋
國
。
…
…
巫
日
野
滅
。
濁
記
載
事
。
下
出
牢
古
駅
之
二
十
F
。
蓋
魏
國

　
　
　
之
史
記
也
。
…
…
哀
王
二
十
三
年
乃
卒
。
故
特
不
構
論
。
略
押
今
王
。
其
著
書
文
意
。
大
似
春
秋
纏
。
推
宮
詣
見
。
害
者
國
史

　
　
　
策
書
之
常
也
。

（
1
1
）
注
（
4
）
橋
本
前
掲
論
文
な
ど
。
ま
た
汲
丸
竹
書
が
整
理
さ
れ
る
段
階
で
は
、
い
く
つ
か
の
困
難
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

　
汲
家
記
書
の
字
体
が
「
科
斗
文
」
で
あ
り
、
こ
れ
を
十
分
に
晋
代
の
文
字
に
釈
文
で
き
た
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
の
例
は
、
た

　
と
え
ば
杜
預
が
述
べ
る
よ
う
に
、
『
春
秋
』
と
の
比
較
記
事
に
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
『
紀
年
』
は
、
竹
簡
か
ら
写
本
へ
の
段
階

　
で
す
で
に
誤
読
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
1
2
）
集
解
の
特
徴
は
、
吉
川
忠
夫
「
斐
駅
の
『
史
記
集
解
」
」
（
『
加
賀
博
士
退
官
記
念
中
国
文
史
哲
学
論
集
』
所
収
、
一
九
七
九
）
参

　
照
。

（
1
3
）
　
《
紀
年
》
侠
文
は
、
前
掲
『
古
本
竹
書
紀
年
輯
諮
』
の
考
証
を
参
考
に
し
た
。
ま
た
戦
国
史
の
時
代
区
分
は
、
拙
稿
「
戦
国
略
年

　
表
」
（
『
馬
王
堆
吊
書
・
戦
国
縦
横
家
書
』
所
収
、
朋
友
書
店
、
一
九
九
三
）
で
諸
説
を
紹
介
し
て
い
る
。

（
1
4
）
徐
広
の
経
歴
は
、
『
晋
書
』
巻
八
二
徐
広
伝
、
『
南
史
』
巻
三
三
徐
言
伝
に
み
え
る
。
臣
蹟
は
、
集
解
序
の
索
隠
が
、
『
穆
天
子
伝
』

　
を
校
定
し
た
西
晋
・
校
書
郎
の
傅
磧
と
す
る
が
、
顔
師
固
は
『
漢
書
』
叙
例
で
、
姓
・
本
籍
は
不
明
と
し
て
い
る
。

（
1
5
）
こ
の
ほ
か
『
漢
書
』
地
理
志
の
河
南
郡
開
封
の
台
密
に
付
さ
れ
た
顔
注
に
、
「
臣
斜
日
。
墨
家
古
文
。
梁
白
雲
獲
逢
忌
之
薮
以
賜

　
民
。
今
竣
儀
有
逢
破
忌
澤
是
也
」
と
あ
る
な
ど
、
地
理
志
注
に
臣
磯
の
説
が
い
く
つ
か
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
1
6
）
近
年
の
考
証
に
は
、
鄭
傑
文
『
穆
天
子
伝
通
解
」
（
山
東
文
芸
出
版
社
、
一
九
九
二
）
、
楊
善
群
「
《
穆
天
子
伝
》
的
真
偽
及
其
史

『
史
記
』
三
家
注
の
「
竹
書
紀
年
』
侠
文
に
つ
い
て

　一五



三
六

　
料
価
値
」
（
『
中
華
文
史
論
叢
』
五
四
、
↓
九
九
五
）
な
ど
が
あ
る
。

（
1
7
）
さ
ら
に
ご
く
一
部
は
、
野
駆
の
付
記
し
た
『
紀
年
』
の
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
範
囲
は
夏
王
朝
か
ら
戦
国
魏
ま
で
の
全
体
に
及
ん

　
で
い
る
。

（
1
8
）
『
水
経
路
』
引
く
《
紀
年
》
侠
文
の
戦
国
部
分
は
、
拙
稿
「
『
史
記
』
魏
世
家
の
史
料
的
考
察
」
（
『
愛
媛
大
学
教
養
部
紀
要
』
ニ
ヒ
、

　
一
九
九
四
）
で
、
『
史
記
』
三
家
注
と
比
較
し
て
い
る
。
そ
の
と
き
『
水
筒
注
」
引
く
《
紀
年
》
注
文
は
、
も
っ
と
も
網
羅
的
で
全

　
体
に
及
ん
で
い
る
。

（
1
9
）
そ
の
訳
注
に
、
興
膳
宏
・
川
合
康
三
『
階
書
経
籍
志
詳
放
』
（
汲
出
書
院
、
一
九
九
五
）
が
あ
る
。

（
2
0
）
銭
大
所
『
二
十
二
愚
考
異
』
。
ま
た
小
沢
賢
二
「
史
記
補
注
考
証
校
補
弁
証
（
一
）
」
（
『
双
文
』
】
、
一
九
八
四
）
は
、
『
史
記
』

　
正
義
と
の
関
連
で
『
竹
書
紀
年
』
の
一
部
記
事
を
検
討
し
て
い
る
。

（
2
1
）
索
隠
の
性
格
は
、
青
木
五
丁
目
『
史
記
索
隠
』
論
考
」
（
東
京
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
報
告
書
』
一
、
一
九
七
〇
）
、
同
「
司
馬

　
貞
の
史
学
1
『
史
記
索
隠
』
の
史
学
史
上
の
位
置
に
つ
い
て
」
（
『
加
賀
博
士
退
官
記
念
中
国
文
史
折
口
学
論
集
』
所
収
、
一
九
七
九
）
、

　
呉
汝
煽
「
司
馬
貞
《
史
記
索
隠
》
与
《
尊
書
紀
年
》
」
（
『
文
献
』
　
一
六
、
↓
九
八
三
）
参
照
。
ま
た
平
舘
隆
郎
編
著
『
新
編
史
記
東

　
周
年
表
』
で
は
、
司
馬
貞
が
《
紀
年
》
か
ら
各
国
紀
年
を
一
覧
し
た
と
考
え
、
「
索
隠
解
釈
表
」
を
作
成
し
て
い
る
。
ま
た
索
隠
の

　
戦
国
魏
の
部
分
は
、
注
（
1
8
）
拙
稿
を
参
照
。

（
2
2
）
『
陪
書
』
巻
六
九
に
よ
る
と
、
王
勘
に
は
『
読
書
記
』
の
著
作
が
あ
る
。

（
2
3
）
正
義
の
侠
文
は
、
小
沢
賢
二
「
史
記
正
義
蟹
玉
雲
斎
」
（
水
沢
利
忠
編
『
史
記
正
義
の
研
究
』
所
収
、
汲
古
書
院
、
　
一
九
九
四
）

　
参
照
。

（
2
4
）
こ
の
意
味
で
、
王
国
維
の
輯
本
な
ど
の
形
式
で
は
、
《
紀
年
》
侠
文
と
す
る
部
分
が
、
注
釈
者
の
案
文
や
要
約
で
あ
る
場
合
と
区



　
別
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
誰
の
注
釈
に
ど
の
よ
う
に
引
用
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
形
式
を
残
し
た
輯
本
が
望
ま
し
い

　
と
考
え
る
。

（
2
5
）
た
だ
し
同
一
の
《
紀
年
》
侠
文
を
分
割
し
て
い
る
点
や
、
そ
の
配
列
の
方
法
に
は
、
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。

（
2
6
）
注
（
2
）
山
田
前
掲
論
文
。

（
2
7
）
拙
稿
「
『
史
記
』
秦
本
紀
の
史
料
的
性
格
」
（
『
愛
媛
大
学
教
養
部
紀
要
』
二
四
、
一
九
九
一
）
。

（
2
8
）
注
（
1
3
）
前
掲
『
馬
王
堆
｛
吊
書
・
戦
国
縦
横
家
書
』
　
一
七
章
な
ど
。

（
2
9
）
同
右
の
六
、
七
、
一
二
、
一
五
章
な
ど
例
は
多
い
。

（
3
0
）
注
（
2
）
（
4
）
前
掲
論
文
。

（
3
1
）
集
解
引
く
『
紀
年
」
侠
文
で
は
、
王
朝
の
継
承
さ
れ
た
世
系
・
年
数
や
、
桀
の
記
事
、
股
嘘
の
記
載
が
あ
り
、
郭
僕
注
引
く
侠
文

　
の
み
に
周
穆
王
に
関
す
る
記
事
が
あ
る
。
こ
こ
で
三
代
の
年
数
は
、
す
べ
て
集
解
の
引
用
文
だ
け
に
み
ら
れ
る
資
料
で
あ
る
。
こ
の

　
ほ
か
は
「
無
業
十
七
年
」
の
記
事
で
あ
り
、
戦
国
以
前
で
は
紀
年
に
関
す
る
記
載
は
み
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
集
解
を
見
る
か
ぎ

　
り
、
後
代
性
を
示
す
と
し
て
疑
問
と
さ
れ
て
い
る
夏
野
周
三
代
の
年
数
は
、
徐
広
・
臣
磯
な
ど
諸
家
の
秩
文
で
は
な
く
、
む
し
ろ
集

　
解
の
引
用
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
。

（
3
2
）
前
掲
『
古
本
事
書
紀
年
輯
謹
』
一
四
三
頁
で
は
、
哀
王
在
位
が
二
〇
年
で
あ
る
た
め
「
二
十
」
を
読
字
と
す
る
王
国
維
の
説
と
、

　
『
史
記
会
注
考
証
校
補
』
秦
本
紀
条
の
高
山
寺
本
に
「
四
年
」
と
作
る
に
従
っ
て
い
る
。

（
3
3
）
『
春
秋
』
が
里
国
の
編
年
記
に
も
と
つ
く
と
す
れ
ば
、
『
竹
書
紀
年
』
は
や
は
り
春
秋
晋
の
紀
年
資
料
を
伝
え
る
も
の
で
あ
り
、
こ

　
の
形
式
が
戦
国
魏
に
継
承
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
《
紀
年
》
は
、
そ
の
誤
写
や
疑
問
と
さ
れ
る
記
事
を

　
の
ぞ
け
ば
、
『
史
記
」
戦
国
紀
年
を
補
足
・
修
正
す
る
資
料
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

『
史
記
』
三
家
注
の
『
竹
書
紀
年
』
侠
文
に
つ
い
て

三
七



ノ＼

（
3
4
）
拙
稿
前
掲
「
『
史
記
」
魏
世
家
の
史
料
的
考
察
」
参
照
。

（
3
5
）
注
（
1
）
拙
稿
前
掲
論
文
。

（
3
6
）
注
（
2
7
）
拙
稿
前
掲
論
文
、
ま
た
拙
稿
「
『
史
記
』
趙
世
家
の
史
料
的
性
格
」
（
『
愛
媛
大
学
教
養
部
紀
要
」
一
＝
一
、
　
一
九
八
九
）

　
を
参
照
。

（
3
7
）
戦
国
時
代
の
紀
年
資
料
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
史
記
』
項
羽
本
紀
と
秦
楚
之
際
月
表
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
五
四
一
二
、
　
一
九
九

　
五
）
で
整
理
し
て
い
る
。

（
3
8
）
平
勢
前
掲
『
新
編
史
記
東
浄
年
表
」
は
、
『
事
書
紀
年
』
を
基
準
と
し
て
、
君
主
在
位
の
白
革
法
や
暦
法
な
ど
の
原
理
を
あ
ら
た

　
め
、
『
史
記
』
戦
国
紀
年
の
修
正
を
試
み
た
研
究
で
あ
る
。


